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　多くの開発途上加盟国（DMCs）における経済状態の改

善と、中国やインドなどの高い経済成長がアジア・太平洋地

域全体の貧困率の削減に大きく貢献しているが、ミレニア

ム開発目標（MDGs：下記囲み記事を参照）を2015年まで

に達成することは依然として難しい課題である。また、イン

ド洋大津波が引き起こした大災害により、この難題に新た

な側面が加わった。

　MDGsは、ADBの「2001～ 2015年長期戦略フレーム

ワーク（LTSF）」および1999年に採択された「貧困削減戦

略（PRS）」に明確に反映されている。ADBの業務プログ

ラムはPRSを指針としている。ADBは2004年7月、PRS

の包括的レビューを完了した。PRSの実施についてフィー

ドバックを得ることと、アジア地域および世界で起きた主

要な変化に照らしてPRSが適切かどうかを吟味することが

目的であった。PRSレビューでは、貧困層を重視した持続

可能な経済成長、包括的な社会開発、グッド・ガバナンスと

いう PRSの 3本の柱がまだ有効であることが確認された。

しかし開発効果を高めるために、国別援助への集中度を高

めてADB業務を各国の貧困削減戦略に整合させ、パート

ナーシップを育成するといった、戦略的方向性の調整が勧

告された。同レビューではまた、パフォーマンスのモニタリ

ングをMDGsと密接に関連づけた開発成果マネジメントに

移行することを含め、結果とモニタリングと評価に対する

関心を高めるよう勧告された。さらに、ADBの優先テーマ

（民間セクター開発、環境の持続可能性、ジェンダーと開発、

地域協力）に能力開発を加えることが勧告された。

ミレニアム開発目標

　8項目からなるミレニアム開発目標（MDGs）は、2002年の国

際連合ミレニアム宣言において設定された。ADB は同年 4 月、

MDGsを正式に採用した。8つの目標は以下の通りである。

• 極度の貧困と飢餓の撲滅

• 普遍的初等教育の達成

• ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上

• 幼児死亡率の削減

• 妊産婦の健康の改善

• HIV／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止

• 環境の持続可能性の確保

• 開発のためのグローバル・パートナーシップの推進

　これらの目標を達成する指針として、さらに細かい 18項目の

ターゲットと 48の指標が設定されている。

レビューの勧告を受けて、ADBはプロジェクト分類および

セクター別・テーマ別のモニタリングに関する新たなガイ

ドラインや指示書の作成、業務マニュアルの関連部分の改

訂といった、いくつかのイニシアティブを2004年に実施し

た。2005年にも継続されるこの作業には、プロジェクト分

類システムの変更、国別貧困分析の質を改善するためのガ

イドラインの作成、結果重視型の国別戦略・プログラム

（CSPs）の導入（下記囲み記事を参照）などが含まれる。PRS

に関する包括的なモニタリングおよび評価の枠組みを開発

する作業に加え、財務能力と組織能力を改善する努力も

2004年に開始された。

強化された貧困削減戦略

　開発途上加盟国（DMCs）が ADBおよびその他の開発パート

ナーと協力しつつ作成する国家貧困削減戦略（NPRS）について

は、ADBの国別戦略・プログラム（CSPs）との緊密な整合性が

図られる。NPRSの内容と優先事項は、CSPにおいて具体的な活

動およびローンや技術援助のプログラムに置き換えられる。国内外

のNGOとのパートナーシップが不可欠である。このプロセスにお

いては、駐在員事務所が主要な役割を果たす。

　パフォーマンスのモニタリングは、ミレニアム開発目標

（M D G s）の達成と緊密に関連づけた開発成果マネジメント

（MfDR）に移行される。新たに作成されるCSPsには、モニタリ

ングを含み、提案されるプログラムと望ましい産出物（アウトプッ

ト）と予想される成果（アウトカム）を貧困削減上の制約に関連づ

ける結果フレームワークが適用される。CSPにおいては、各融資

業務、技術援助または知識商品を国別成果指標とリンクさせること

によって、望まれる成果をいかに達成するかが示される。このフ

レームワークを補完するため、セクター別ロードマップにおいて

は、プロジェクト・レベルの産出物とセクター・レベルの成果との

リンクが強調される。組織の開放性、説明責任と敏速な対応を強化

するため、経営改革を実行していく。

　モニタリングと評価は ADBのMfDRフレームワークに統合さ

れる。プロジェクトに注目する伝統的なモニタリング・評価システ

ムを拡大し、国、セクター、テーマ、組織の各レベルにおけるモニ

タリングを導入していく。組織レベルでの貧困削減に対する全体的

影響は、MDGsの達成状況を通じて監視される。DMCの貧困削

減政策およびそのための組織的能力の改善、CSPsおよびプロジェ

クトの実施状況の改善、知識商品の質や各種パートナーシップの開

発効果について評価を行い、その結果を年次報告書にとりまとめる

予定である。
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　強化された PRSの重要な特徴は、貧困の所得以外の側

面に関するパフォーマンスがアジア地域では一般的に弱い

ことを認識し、MDGsを従来以上に重視している点であ

る。強化型PRSはまた、極端な貧困をあらゆる側面につい

て撲滅し、「ミレニアム宣言」に規定された基本的人権を確

保するために盛り上がりつつある国際的努力に応えるもの

でもある。

　PRSの貧困削減に対する影響は、地域レベルでのMDGs

の達成を通じて監視される。国連開発計画（UNDP）およ

び国連アジア太平洋経済社会委員会（UNESCAP）と共同

で、MDGsの地域報告書を作成・出版する作業が 2004年

に開始された。報告書は、国連による世界レベルのMDG

報告書と共に 2005年中に完成し、アジア地域で必要とさ

れる政策立案者や国際社会等の利害関係者の行動を強調し

た内容となる予定である。

非政府組織との提携
　ADBは 2004年、非政府組織（NGOs）

との協力を強化した。NGOは2年連続で、

ADBが承認した貸付プロジェクトおよびプ

ログラムのほぼ3分の1に参加し、プロジェ

クトの設計への貢献、各種調査やアセスメ

ントの実施、協議の促進、実施への貢献な

どを行った。2004年に承認された国別お

よび地域の技術援助活動のほぼ半数におい

ても、また貧困削減日本基金による活動の

多くにおいてもNGOの参加が想定されて

いた。汚職防止、ガバナンス、広報、水など

に関する ADBの政策および戦略について

の協議には、数百にのぼるNGOの代表が

参加した。

　2004年にはまた、アジア・太平洋地域の

貧困削減を目的とする NGO と民間セク

ターのパートナーシップを推進する新たな

ネットワークが発足した。このネットワー

クは、ADBが計画し、タイのNGOである

「人口・コミュニティ開発協会」が主催した

ワークショップから発展した。このネット

ワークは、民間企業とNGOが経験を交換

し、知識やベスト・プラクティスを共有し、

人材をプールし、力を合わせ、究極的には

社会面・環境面で地域に利益をもたらす運

動のためにパートナーシップを形成する機

会を提供する。ネットワークの活動を調整

するため、バンコクに本拠を置く Kenan

Institute Asia内に事務局が設置された。

　ADBは地域技術援助プロジェクト「貧困

削減に向けたNGOパートナーシップ」の

もと、13の開発途上加盟国におけるNGO

主導の小規模イニシアティブ 45件に対し

て無償供与を承認した。貧困削減協力基金

（P R F）からの資金 5 0 万ドルをもって

2003年に開始されたこの無償プログラム

は、駐在員事務所が特定した有望なコミュ

ニティ・プロジェクトを支援するものであ

る。同ファシリティーへの関心が高かった

ため、2004年には資金規模が 100万ドル

に倍増された。

　PRFを資金源とする別の無償事業におい

て、ADBは地域計画に対する市民団体の関

与をいかに拡大できるかを探求した。具体

的には、大メコン河流域圏 6カ国の政府お

よびNGOの代表が、2004年1月、タイの

バンコクでADBスタッフと会合し、地域協

力戦略およびプログラム草案の作成に対す

る利害関係者の参画について協議した。

ワークショップの勧告は、最終案作成の際

に考慮された。開発 NGOであるWorld

Vision Australiaが実施機関の役割を果た

した。

　こうした活動に加え、ADBのNGOセン

ターは、国別戦略・プログラムの策定やプ

ロジェクトの発掘・形成にNGOの関与を

得るための助言および支援を提供した。

ADBはまた2004年中に、IUCN（国際自

然保護連合）と覚書を交わし、WWFと共

同事業を実施した。

戦略的優先課題

貧困層を重視した持続可能な経済成長
　ADBは 2004年も引き続き、持続可能かつ非排他的であ

り、貧困層を重視し、各DMCの環境および社会面に考慮し

た経済成長を支援した。ADBはまた開発パートナーと協力

して、マクロ経済安定の達成と維持、財政運営の改善、金融

セクター改革の支援、民間セクター開発に資する制度および

規制の枠組みの開発といった、成長の諸条件を整える努力を

続けた。ADBは 2004年、貧困層を重視した持続可能な経

済成長を支えるため、17件のプロジェクトを通じて25億ド

ルに及ぶ援助を行った。

　アジア地域の成長見通しに影を落とすボトルネックのひ

とつにインフラの不足がある。事実、域内のインフラ整備に

は毎年約2,500億ドルが必要と推定されている。ADBは物

理的・技術的インフラへの投資に高い優先順位をつけてお

り、2004年には運輸・通信セクターおよびエネルギー・セ

クターのプロジェクトに援助を提供した。
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域内の活気に満ちた民間セクターは、地域の成長潜在力を

拡大していくための重要なパートナーである。域内の開発

経験から得られた教訓によれば、民間セクターの参加を奨

励した国は経済成長に成功している。2004年、東アジアの

香港と台湾では民間投資が成長に大きく貢献した。東南ア

ジア諸国では民間投資が回復し、長期的成長見通しの改善

に貢献した。民間投資活動は、他の準地域においても成長を

支える上できわめて重要な役割を果たした。民間セクター

開発を支えるため、ADBは 2004年、金融セクター、資本

市場および中小企業（SMEs） の開発をめざすDMCsの努

力を支援した。

非排他的な社会開発
　貧困削減には経済成長が不可欠だが、不利な条件におか

れたグループが成長による機会の拡大から利益を受けられ

るようにするには、成長に伴う効果的な社会開発プログラ

ムがなければならない。ADBは 2004年も引き続き、人的

資本開発計画の策定、そして貧困層に向けた基本的社会福

祉事業の効果的な実施に必要な政策、制度およびインフラ

の整備について、DMCsの努力を支援した。教育セクター

における 2004年の貸付には、紛争地域における学校の修

復、基礎教育、セクター開発プログラム、そして中等後教育

受益者の技能開発に対する支援が含まれていた。保健セク

ターでは、貧困層および恵まれない人々の健康改善をめざ

すプロジェクトを支援したほか、保健サービスの改善をめ

ざす改革に資金を提供した。ADBはまた、都市部における

上下水道プロジェクト（P52～54の囲み記事を参照）を支

援した。ジェンダーと開発、社会的保護、先住民族、非自発

的移住、参加型開発に特別な配慮を行った。

　非排他的社会開発にかかるADBの支援は、所得以外の

MDGsの達成に貢献する。国連アジア太平洋経済社会委員

会（UNESCAP）の報告書「アジア・太平洋地域における

ミレニアム開発目標の推進：貧困削減への挑戦」では、現在

の傾向が続けば、同地域では普遍的初等教育の達成、幼児死

亡率の削減、妊産婦の健康の改善、環境の持続可能性の確保

といった所得以外のMDGsが達成できない可能性が高いと

されている。これらの分野においてはADBの支援が不可欠

である。

貧困対策基金

ADBは国別の無償援助に加えて、貧困削減

を目的とする 3つの地域無償援助基金を管

理運営している。これらの基金は、貧困削減

を加速させうる政策やプロジェクトを策定

し、実施し、監視する方法について、ADB

と開発途上加盟国が理解を深めるのに役

立っている。これらの基金を利用した活動

は、ADBの中核業務である貸付の便益が貧

困層および脆弱な人々に届くようにすると

いう、補完的な役割を果たすことが多い。

　日本政府の資金供与による「貧困削減日

本基金」は2000年5月に設立された。同基

金の資金規模は現在3億2,690万ドルを超

え、うち 1億 4,600万ドルが、市民団体の

広汎な関与を受ける貧困削減プロジェクト

53件に対してコミットされている。2004

年には15件、計2,987万ドルのプロジェク

トが承認された。ウズベキスタンの女性実

業家協会による職業訓練およびマイクロク

レジット事業は、カラカルパクスタン自治

共和国の低所得世帯の女性に就業機会を提

供する上で、注目に値する成功を収めた。同

プロジェクトは国連人間居住計画（UN-

HABITAT）の2004年ベスト・プラクティ

ス・ドバイ国際賞を受賞した。

オランダ政府の資金供与による「国家貧困

削減戦略策定・実行支援協力基金」は2001

年 11月から活動しており、これまでに 19

件、計620万ドルのプロジェクトを支援し

ている。2004年に承認されたプロジェクト

には、アゼルバイジャン国家貧困削減戦略

のミレニアム開発目標に合わせた改訂、カ

ザフスタンとモンゴルにおける貧困モニタ

リング支援、パキスタンのバロチスタン州

における地方政府貧困削減戦略の策定が含

まれる。

　英国政府の資金供与による「貧困削減協

力基金」は2002年7月以降、政策支援、研

究調査、能力開発や知識の普及を含む様々

な貧困削減活動を支援している。資金総額

7,400万ドルのうち、4,600万ドルが87件

のプロジェクトに対してコミットされてい

る。2004年には37件のプロジェクトが承

認された。中国の新たな技術援助案件では、

貧困層自身が設計し監視するプログラムを

通じて、遼寧省の省政府が都市部の貧困層

に適切かつ安価な暖房を提供する事業を支

援している。パキスタンでは、貧困層と脆弱

な人々と女性が公共サービスや治安サービ

スを利用しようとすると、通常以上に警察

による嫌がらせやゆすりの被害を受けると

いう事実が認識されつつある。同基金では

パンジャブ州の4つの地区において、司法プ

ログラムへのアクセス拡大の一環として、

警察業務の質を改善する試験的事業を支援

している。

　2004年5月、中国政府は「地域協力・貧

困削減中国基金」の設立に対する支援を発

表した。2,000万ドルの当初出資により、

2005～2009年の地域イニシアティブを支

援する予定である。
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ジェンダーと開発

　女性はアジア地域の貧困層の3分の2を占めているため、

女性の地位を向上させることはあらゆる貧困削減戦略の要

となる。ADBは経済調査、セクター調査および業務活動に

おいてジェンダーと開発の主流化を進めている。国別戦略・

プログラム（CSPs）の分析調査および背景調査の一環とし

て、ADBは 2004年、バングラデシュ、ラオスとフィリピ

ンについて「国別ジェンダー・アセスメント」を実施し、そ

の結果を出版した。

　2004年の融資ポートフォリオには、女性の生計の改善

や、保健医療、教育、安全な水、所得機会といった基本的か

つ不可欠なサービスに対する女性のアクセスの改善を目的

とした貸付が数件含まれている。対象となったセクターは

保健・栄養・社会的保護、教育、上下水道・廃棄物管理、農

業・天然資源、法律・経済運営・公共政策などである。ADB

はまた、(i)女性に対する基本的労働権の保証、(i i)非排他

的市民権および参加型ガバナンスに向けた能力開発、(iii)

妊産婦の健康の改善、(iv)識字能力の向上、(v)企業家とし

ての技能開発、(vi)公共セクターにおける女性の地位向上

各セクターの活動（2004年）
農業・天然資源

　7件計 1億 9,900万ドルのプロジェクトが承認された。内容は

(i)アフガニスタンの農業案件、(ii)ラオス、ネパールおよびタジキ

スタンの灌漑事業、(iii)ネパールの分散型農村インフラ・生計事業、

(iv)ネパールにおけるジェンダーの平等および女性の地位向上に関

する事業、(v)パキスタンの持続可能な生計事業である。これに加

えて、46件計2,700万ドルの技術援助無償が承認された。地域技

術援助を通じて、「貧困層のための水：行動のためのパートナー

シップ」によりベトナム中部の6省で実施された試験事業を支援し

た。野菜の収穫後損失の削減および主要作物の収穫量の改善に関

する研究、そして水不足および土壌劣化への対策を対象として、総

額 300 万ドルの第 9回包括的地域技術援助プロジェクトが承認

された。

　ADBは国際的研究センターとの提携およびネットワーキングを

続けた。さらに、中央アジアと南アジアにおいて、農業研究の開発

効果を高めることを目的とした2度のワークショップを開催した。

バンコクでは、ADB、国連食料農業機関（FAO）と国連アジア太

平洋経済社会委員会（UNESCAP）が貧困撲滅と食料安全保障の

推進に関する国際円卓会議を主催した。ADBはまた、フィリピン

政府と共に「国際コメ年」を組織した。

教育

　紛争地域における学校修復のため、8カ国において、9件計2億

7,800万ドルのプロジェクトおよび、3件計 3,900万ドルのマル

チセクター・プロジェクトに資金を提供した。カンボジアでは

4,500万ドルの貸付を通じて、ドナー・コミュニティと共に教育改

革に対するセクターワイド・アプローチを支援した。計1億8,400

万ドルの貸付により、バングラデシュの教員養成、スリランカの学

校近代化、ウズベキスタンの教科書作成、ベトナムの学校改革を支

援した。計 4,700万ドルの貸付により、ネパールの農村部で中等

後教育を受ける若者の技能向上を図り、パキスタンのバロチスタン

州と北西辺境州において技術教育、特に女性を対象とした工芸教育

を提供した。

　ADBはメコン河流域においてHIV／エイズに対する意識向上プ

ログラムを支援し、中央アジアでは同準地域の国際競争力を高める

ために人的資源開発のニーズに注力した。ADBはバンコクにおい

て、基礎教育プログラムの方向づけについて国連教育科学文化機関

（ユネスコ）、UNESCAPおよび東南アジア教育閣僚会議と緊密に

協力し、プログラム型アプローチの推進について国連児童基金（ユ

ニセフ）バンコク事務所と協力し、「万人のための教育ファスト・

トラック・イニシアティブ」の強化について世界銀行と協力した。

ADBは eラーニング技術を有するADB研究所を支援して、特に

農村コミュニティにおける学校の質を改善していく。

エネルギー

　中国、インドおよびベトナムにおける電力、天然ガス、炭坑メタ

ンガス回収事業に対して、6件計 8億 5,740万ドルの貸付、出資

および部分信用保証が承認された。インドの全国送電線網改良に向

けた4億ドルの貸付は、2012年までに全家庭に電気を供給すると

いう目標の達成を支援するものである。1,095メガワットのガス燃

焼複合サイクル発電プラントに対する民間セクター貸付と出資は、

インドのグジャラート州に対して、環境・財務両面で持続可能な方

法で、安価な追加的電力を供給することを目的としている。ベトナ

ムの電力不足の緩和を目的とする1億2,000万ドルの貸付により、

ハノイ、ハイフォンおよびクアンニン省において 500キロボルト

および220キロボルトの送電システムの拡張・改良が実施される。

金融

　ADBは5件のプロジェクトに対して合計6件、3億3,750万ド

ルの貸付を承認した。政府保証を受けない2億ドルの融資ファシリ

ティーでは、主に外資系銀行を通じて、フィリピンの民間セクター

の借入人にペソ建ての長期ローンを提供していく。スリランカ向け 　
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のプログラム貸付では、金融市場の開発と銀行システムの強化をめ

ざす政策改革を支援する。ADBはまた、ノンバンクによる金融仲

介経路の開発に関するベトナム政府の努力を引き続き支援した。

　ADBは4つの金融機関に対して合計1,560万ドルの出資を行っ

た。モンゴルの貿易開発銀行、アフガニスタン国際銀行、中国の

Shenzhen Orienwise Guarantee and Investment Co. Ltd.、

フィリピンの地方自治体保証会社である。さらに、ADB初のマイ

クロファイナンス業界向け出資案件として、財務状況が健全で成長

志向のマイクロファイナンス機関を対象とする投資会社

ShoreCap International Fundに250万ドルを出資した。また、

4つのプライベート・エクイティ・ファンドに対する1億3,500万

ドルまでの投資が承認されたほか、総額 1,260万ドルの技術援助

無償22件（うち6件260万ドルは地域案件）も承認された。これ

らの無償援助には、ブータンの決済システム強化、バヌアツにおけ

る効果的な担保取引枠組みの整備、フィリピンの証券取引市場にお

けるガバナンス強化、東ティモールのマイクロファイナンス業務の

強化、アゼルバイジャンにおけるマイクロファイナンスの枠組みお

よび規制の整備、東南アジア労働者の送金に関する調査に対する支

援が含まれる。

保健・栄養・社会的保護

　3件計2億7,300万ドルのプロジェクトが承認された。フィリピ

ン向けの貸付は、保健医療の財政基盤およびガバナンスの包括的改

革を支援するもので、いくつかの州で投資を行う。ウズベキスタン

とベトナムへの貸付の焦点は、一次医療（プライマリ・ヘルス・ケ

ア）のサービスおよびアクセスの改善である。パキスタンのマルチ

セクター・プロジェクトは保健サービスの再建および改善を目的と

し、スリランカのマルチセクター・プロジェクトでは紛争地域にお

ける基本的医療インフラの再建が盛り込まれた。さらに、技術援助

基金を通じて12件の新しいプロジェクトを支援した。対象には、中

国の食品安全性に関する事業、インドネシアの都市住民の栄養状態

に関する事業、スリランカの心理社会的健康に関する事業、ADBの

HIV／エイズ対応の強化、保健セクターの地方分権化、重症急性呼

吸器症候群（SARS）等の新たな疾病への対応が含まれる。

　ADBはSARSその他の感染症に対応するため、WHOとのパー

トナーシップを維持した。HIV／エイズについては、ADBは国連

エイズ合同計画（UNAIDS）と提携し、流行による域内の経済的

影響を調査した。調査結果はバンコクで開かれた「国際エイズ会

議」で発表された。ADBはまた、2005年に発足予定の特別基金

についてスウェーデン国際開発庁と協力した。

産業・貿易

　中小企業開発を目的とする 5件、計 1億 3,000万ドルの貸付に

より、バングラデシュでは資源および国際市場に対するアクセスを

拡大し、カンボジアとベトナムでは事業登録・免許制度および中小

企業政策の全体的枠組みの改革を促進していく。ADBはまた、中

小企業ローンの原資として Shenzhen Orienwise Guarantee

and Investment Co. Ltd.に対して 1,000万ドルまでの出資を

承認したほか、中小企業開発を目的とする11件、計680万ドルの

技術援助無償を承認した。

　2004年の貿易支援業務には、域内の税関近代化およびキルギス

とタジキスタンのインフラ整備にを対象とする 2件計 1,820万ド

ルの貸付が含まれる。さらに、4件の技術援助無償を通じて、キル

ギスとタジキスタンにおける税関近代化に向けた能力開発および制

度強化、インドにおける貿易と投資の促進、ラオスにおける工業標

準規格の開発を支援した。

法律・経済運営・公共政策

　2004年、インド、インドネシア、パキスタン、スリランカおよ

びベトナムに対する11件の貸付の合計金額は5億8,440万ドルと

なった。対象となったプログラムは、インドのアッサム州における

に向けた制度改革を目的とする技術援助プロジェクト数件

を承認した。（詳細については、P60の「ジェンダーと開発」

セクションを参照。）

社会的保護

　ADBは 2001年の「社会的保護戦略」において、社会的

保護を「効率的な労働市場の振興、国民のリスク負担の減

少、思いがけない出来事や収入の途絶／損失に対する国民

の自己防衛能力の強化によって、貧困と脆弱性を削減する

べく設計された一連の政策およびプログラム」と定義した。

2004年の社会的保護活動では、各国の活動に対する理解を

深め、新たな知識を創造することに注力した。社会的保護に

関する調査を バングラデシュ、インドネシア、ラオス、ネ

パールとパキスタンで開始した。また、中央アジアと特定の

太平洋DMCsに注目する2件の地域調査を実施した。知識

の創造に関して、ADBはバングラデシュ、インドネシア、

モンゴル、ネパール、パキスタンとベトナムにおいて、社会

的保護指標の開発を目的とする技術援助を提供した。

　社会的保護の構成要素は複雑であり範囲が広い。社会的
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保護に関する総合的な政策およびプログラムの便益と課題

を理解するため、ADBは他の開発パートナーや機関と緊密

に協力している。特に懸念される問題点としては、イン

フォーマル部門における社会的保護、社会保険、企業再編に

伴う労働問題、安全な雇用創出活動としての移住が挙げら

れる（www.adb.org/socialprotectionを参照）。

先住民族

　ADBは1998年に策定した「先住民族政策」（www.adb.org/

Documents/Policies/Indigenous_Peoples/を参照）の実施強

化を継続した。2004年に承認された73件のプロジェクトお

よび出資案件について、政策の遵守を確認する調査を行った。

対象案件のうち20件（27%）では同政策が積極的に適用され

た。8件（11%）は大きな影響を与える（カテゴリーA）と

判断され、先住民族のための開発計画／枠組みの作成が必要

となった。このうち5件は中国およびインドにおけるインフ

ラ・プロジェクト、2件はフィリピンおよびベトナムの保健

セクター・プロジェクト、1件はラオスのコミュニティ管理

型灌漑プロジェクトであった。

公共資源管理、インドネシアの公共監査セクター改革、パキスタン

のバロチスタン州における資源管理、スリランカの財政運営改革、

ベトナムの貧困削減支援である。さらに、技術援助として5,710万

ドルが供与された。

運輸・通信

　17件のプロジェクトを対象として、18件計20億ドルの貸付が

承認された。インドに対する 4億ドルの貸付は、第 2次国道プロ

ジェクトの支援、能力開発、交通安全区間の設定、HIV／エイズお

よび人身売買の危険に対する意識向上プログラムを対象とする。パ

キスタンに対する 3億 120万ドルの貸付では、総合的な制度・政

策改革プログラムの一環として、北西辺境州の道路開発を行う。中

国では3件の道路プロジェクトと1件の鉄道プロジェクトにより、

開発の遅れた貧困地域における市場、サービスおよび雇用に対する

アクセスの改善をめざす。

　それ以外の貸付支援対象は、アフガニスタンの空港修復およびア

ンドホイ－カイサル間道路改修、バングラデシュのチッタゴン港貿

易促進プロジェクト、キルギス、ラオスおよびモンゴルの道路プロ

ジェクト、パプア・ニューギニアのコミュニティ水輸送プロジェク

トである。スリランカでは、道路プロジェクトの準備施設に対して

1,500万ドルの技術援助貸付も承認された。技術援助プロジェクト

は 34件計 1,860万ドルが承認され、うち 5件は地域技術援助で

あった。カンボジアに対する 220万ドルの無償援助は、国道網の

維持管理における労働集約技術の導入を支援する内容となってい

る。ADBはまた、2件の民間セクター・プロジェクトに対して

5,000万ドルの貸付を行った。1件はバングラデシュのグラミン電

話プロジェクトによる通信サービスの拡大を支援するもので、もう

1件はアフガニスタンにおいて携帯電話および農村コミュニティ電

話サービスへのアクセスを改善するものである。

上下水道・廃棄物管理

　3,000万ドルの貸付が承認されたアゼルバイジャンの都市部上下

水道プロジェクトは、3つの中都市における住宅 147戸、産業お

よび商業部門に便益をもたらす内容となっている。バングラデシュ

のマルチセクター・プロジェクトは、9つの中都市において河川保

全と排水および基本的下水サービスを組み合わせるものである。土

壌保全と農村開発を組み合わせた中国のマルチセクター・プロジェ

クトは農村部の給水を支援する内容、ジャンム・カシミールを対象

とするインドおよびパキスタン向けの2件のマルチセクター・プロ

ジェクトは都市部の上下水道を支援する内容となっている。これら

の貸付に加え、技術援助を通じて、都市部の給水、廃水処理、固形

廃棄物管理、雨水／洪水管理、排水を対象とする17件の新たなプ

ロジェクトを支援した。

　「ADB水週間2004」がマニラで開催され、千野総裁がカンボジ

アのプノンペン市水道公社のガバナンスおよび資金調達の優秀さを

たたえて「2004年水賞」を贈呈した。ADBの水に関する意識向

上プログラムでは、メディアに対する呼びかけを継続し、インド、

インドネシア、カザフスタンとマレーシアでジャーナリストを対象

とする 5回のワークショップを開催した。

　UN-HABITATと共同で実施している「アジア諸都市のための水

プログラム」では、能力開発支援が行われた。ADBは開発戦略に

関する各種資源を利用し、主要な意思決定者との連絡を保つため、

「都市同盟（Cities Alliance）」への加盟を継続した。2004年には

このネットワークを通じてフィリピンのプロジェクト提案（金額

50万ドル）の承認が促進され、さらに 3件のプロジェクト提案が

準備されている。
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　73件のプロジェクトのうち 12件（16%）は限定的な影

響を与える（カテゴリーB）と判断され、悪影響を緩和する

か、先住民族が便益を得られるようにする具体的措置が必

要とされた。カテゴリーBに属するプロジェクトのうち 6

件は、バングラデシュ、カンボジア、ネパール、スリランカ、

ウズベキスタンとベトナムの教育関連事業であった。3件は

中国、ラオスとネパールのインフラ関連事業である。残る3

件はアフガニスタンの農業セクター・プロジェクト、中国の

環境改善プロジェクト、ネパールの女性地位向上プロジェ

クトであった。

　政策の実施を強化し新たな業務プロセスを反映させるた

め、ADBは業務マニュアルに新たに加えられた先住民族に

関するセクションを承認し、政策の実施について、ADBス

タッフおよびDMCの政府職員を対象とする組織内オリエ

ンテーションの定期的開催を継続した。また、政策のADB

内での実施に関する指針を示し、そのアプローチを世界銀

行のアプローチと調和させることを目的として、先住民族

ハンドブックの起草を開始した。

　ADBは「国際先住民族の 10年」（1994～ 2004年）の

終了を記念して、「アジアの先住民族と共有地の管理」と題

した地域ワークショップを12月に開催した。ワークショッ

プでは、アジアにおける「先住民族」という用語の定義の困

難さ、先住民族の移動を伴う開発活動、国家による先住民族

の権利の認定、非排他的開発といった論点について議論が

行われた。

　ADBは引き続き、先住民族の利益保護に関する国際的議

論に積極的に参加した。ADBは6月、アラスカ先住民族連

盟、世界銀行、米州開発銀行その他の開発機関と共に、「ア

ラスカに知識経済を構築するためのリーダーシップ・

フォーラム」を開催した。

非自発的移住

　2004年、ADBは「非自発的移住政策」（www.adb.org/

Documents/Policies/Involuntary_Resettlementを参照）の

遵守状況を確認するため、73件のプロジェクトおよび出資

案件を調査した。その結果は、リスクの評価・管理ならびに

再定住の計画・実施基準の設定を目的とするプロジェクト

の早期スクリーニングを支持するものであった。26件のプ

ロジェクト（36%）で非自発的移住が生じ、再定住の計画

または枠組みが必要とされた。この 26件のうち 16件は再

定住に関して大きな影響があった。残る10件の影響は大き

くなかった。そのほか、9件のプロジェクトでは、実施中に

起こりうる再定住に対応するために、再定住の枠組み、保証

またはその他の保障措置が取り入れられた。残る 3 8 件

（52%）については、再定住問題はないものとされた。ス

タッフが保障措置について学べるよう、ADBは非自発的移

住について 9回のオリエンテーションを実施した。

　ADB は国レベルの再定住政策の策定と実施について

DMCsを支援し、実施機関の政策実施能力の強化に貢献し

た。ラオス、スリランカとベトナムで6回にわたって実施し

たワークショップとオリエンテーションは、ADBの駐在員

事務所、実施機関やプロジェクト管理要員の能力開発に役

立った。カンボジア、中国とインドでは、再定住リスク管理

能力の開発を目的とする地域技術援助プロジェクトが実施

された。ADBはさらに、バングラデシュ、カンボジアとネ

パールに対し、法的枠組みの強化、国家政策の策定および組

織的能力の開発を目的とする 3件の技術援助無償を新たに

承認した。スリランカとベトナムにおいては技術援助を通

じて、ラオスではプログラム・ローンを通じて、国家再定住

政策基準の強化を継続した（www.adb.org/resettlement/

activities.aspを参照）。国家政策の策定と実施を支援するこ

とは、ADB自身による非自発的移住政策の実施努力を補完

するものである。ADBはウェブサイトにおいて再定住に関

する最新情報を提供している（www.adb.org/resettlement

を参照）。

参加型開発

　バングラデシュのダッカ、中国四川省の成都、インドネ

シアのジャカルタおよび ADB 本部で開催された一連の

ワークショップには、中央政府、地方政府や市民団体から

様々な利害関係者が参加した。ワークショップでは、各国

につき2件のプロジェクトを取り上げ、幅広い参加のあり

方や、ADBその他の組織が支援するプロジェクトにおい

てどのように参加を最適化できるかが具体的に示された。

徹底的な討論を通じて、通常であれば相互の連絡がほとん

どないグループの間で貴重な学習機会がもたらされ、

ADBの業務において参加型開発を推進するための提言が

行われた。

　ADBの短いケース・スタディを集めた報告書「参加の

諸態様」では、情報の共有、協議、協調、意思決定の共有、

エンパワーメント、統制力の共有といった参加態様の違い

が説明されている。同書は中国語、インドネシア語、クメー

ル語、ラオ語およびロシア語に翻訳され、印刷・配布され
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た。「参加ネットワーク」は活動を続け、駐在員事務所およ

びADB本部の職員と参考資料や訓練の告示を共有したほ

か、数は減ったものの、昼食時のプレゼンテーションを継

続した。ADBは、アジア・太平洋地域におけるADBの

個別プロジェクトの利害関係者に対する訓練を支援し、戦

略の策定および実施に対する参加の試行を支援する地域技

術援助プロジェクトを承認した。訓練資料と参考資料の作

成作業を継続した。

効果的な政策および制度のためのガバナンス
　ADBは 1995年に採択した政策「ガバナンス：健全な開

発マネジメント」において、グッド・ガバナンスを制度化す

るDMCの努力に対する支援を約束した。同政策では、健全

なガバナンスの4つの側面が定義されている。すなわち、説

明責任（公務員はその権威の源である主体に対して責任を負

うこと、合意された規則と基準に従って業務を行うこと、業

務内容を公正かつ正確に報告すること）、参加（公務員に意

思決定上の役割を果たさせること、生計の維持を可能にする

公的給付制度にアクセスしその統制力を確保する市民の権利

を助長することにより、市民、特に貧困層に力を与えるこ

と）、予測可能性（法律、規制および政策の公正かつ一貫し

た適用）、および透明性（効果的な説明責任ならびに法律、規

制および政策の明確性を増進するために、コストが低く、理

解しやすく、適切な情報を市民に提供すること）である。

ADBの「2000～ 2004年中期アジェンダおよび行動計画」

はガバナンス政策実施の基盤である。1995年以降に承認さ

れた一連の政策によってADBのガバナンス業務はさらに拡

大し、市民団体の参加（1997年）、法律・政策改革（1998

年）、汚職防止政策（1998年）、調達（1999年）、マネーロ

ンダリング対策（2003年）が含まれるようになった。

　ADBは 2004年にガバナンス政策の包括的レビューを開

始し、2005年もこれを継続する予定である。この作業の一

貫として、汚職防止政策のレビューが監査部と合同で行われ

ている。2004年には机上調査、内部協議と外部協議が行わ

れた。このレビューの勧告に基づいて「2005～ 2009年中

期アジェンダおよび行動計画」が作成される予定である。

法律・政策改革と法の支配

　2004年、ADBは法律・政策改革と法の支配を支援する

技術援助および貸付プログラムを継続した。このプログラ

ムの重点は、貧困層による司法へのアクセス、司法改革、行

政法、コーポレート・ガバナンス、マネーロンダリング対

策、担保取引および破産法改革、そして法律教育に置かれ

た。2004年に開発されたツールキットは、国別戦略・プロ

グラム（CSPs）および改定CSP（CSPUs）を通じた法律・

政策改革の主流化に貢献している。

国別ガバナンス評価

　ガバナンスの質を系統立てて評価し、ガバナンスの質と

援助の水準および構成との関連を強化するため、各DMCs

の協力を得て国別ガバナンス評価（CGAs）を実施した。

2004年にはアフガニスタン、アゼルバイジャン、インド、

ラオス、ネパール、パラオ、スリランカとウズベキスタンで

評価を開始したほか、インドネシア、モンゴルと太平洋地域

のCGAsを出版した。CGAsは、CSPsおよび準備中の貸

付および技術援助案件の内容を改善するために活用される。

2004年には、特にガバナンスを戦略的優先分野として支援

することにより、CGAsをCSP/CSPUsに取り込むことに

注力した。

ガバナンス・ポートフォリオ

　2004年には、10件の貸付が法律・経済運営・公共政策セ

クター（中核ガバナンス）に分類され、その総額は5億7,800

万ドルであった（2003年は 2億 9,950万ドル）。また、助

言型技術援助プロジェクトは39件、合計2,270万ドルが承

認された（2003年は 2,030万ドル）。助言型技術援助プロ

ジェクトのいくつかは、カナダ、デンマークおよびノル

ウェー政府により設立されADBが運営する「ガバナンス協

力基金」から資金提供を受けた。さらに、15件の貸付がテー

マ別ガバナンス（財政および経済ガバナンス、公共ガバナン

ス、市民社会の参加、汚職防止）に分類された。

ADB-OECDアジア太平洋汚職防止行動計画
　1999年以降、「ADB-OECD汚職防止イニシアティブ」

は汚職対策に関する地域協力を促進してきた。このイニシ

アティブは、地域全体の政策改革および承認国が特定する

政策優先課題に合わせた国別の政策改革の促進を目的と

し、政府、国際機関およびその他のパートナーに進捗評価

の手段を提供する。このイニシアティブはさらに、参加国

による持続可能な法律および制度の枠組みの構築と、行動

計画上の基準と原則の実行を通じた汚職防止を支援する。

2004年には以下の関連行事が行われた。

(i) 同イニシアティブ運営グループの第5回会合が、7月、

ADB本部にて、「公共調達における汚職防止に関する

第 2回上級訓練セミナー」と同時に行われた。

(ii) パラオとベトナムが運営グループの 22番目および 23

番目の参加国となった。
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(iii) 2004年～2006年の中期戦略および作業計画が承認され

た。

(iv) 承認国の汚職防止政策に関する法的および制度的枠組

みを比較する書籍が出版された。

ローカル・ガバナンスと貧困層へのサービス提供

　技術援助プロジェクトを通じて以下を行った。(i)サービス

提供の感応性を高め、調査結果と優良事例と教訓を地域内で

共有することを目的として、参加DMCsの地方政府が採用

している政策と慣行を調査した。(ii)「ローカル・ガバナンス

および貧困層を重視したサービス提供に関する地域セミナー

および勉強会」を2月に開催して、国際的優良事例の学習機

会を地方政府に提供した。これは中央・地方政府の実務家お

よび市民団体の代表者にとって、経験を共有し、それぞれの

地方において公共サービスの質とアクセスを改善していくた

めの、得難い学習機会となった。ADB研究所と国連資本開

発基金がこのイベントを支援した。セミナーの成果物として、

国際的優良事例のケース・スタディと、継続的なサービス改

善に関与する地方政府の実務家に向けた実用的な学習ガイド

が作成された（www.adb.org/Documents/Events/2003/

Reg_SeminarLoc_Gov_Service_Delivery_Poor/を参照）。

公共行政ネットワーク

　ADBはアジア・太平洋地域において、公共行政学校およ

び関連研究機関によるネットワークの設立を支持している。

研究機関やシンクタンクの能力を開発・強化して、そうした

組織が政府をグッド・ガバナンスの担い手に変貌させられる

ようにすることが目的である。2004年12月には、マレーシ

アのクアラルンプールで開かれた国際会議において「アジア

太平洋の公共行政・ガバナンス学校および研究機関のネット

ワーク」が発足した。この会議は教育専門家と実務家にとっ

て、グッド・ガバナンスの推進と貧困緩和に公共行政が果た

す役割について専門知識と経験を共有する場となった。この

会議はマレーシア公務員研修所との提携により開催され、ア

ジア・太平洋およびそれ以外の地域から、行政専門家、公務

員、学者、教官や研究者234名が参加した。さらに、同ネッ

トワークの第1回実務会合には25カ国から92の機関を代表

する 110名が参加し、暫定運営委員会が設立された。

カンボジア公共財政運営改革プログラム

　ADBと世界銀行は2004年、カンボジア政府による公共

財政運営改革プログラムの作成を支援した。同プログラム

は統合された行動計画を通じて、現実的かつ達成可能な4つ

の改革要綱に基づき、3～5年間にわたって段階的に実施さ

れる。このプログラムは、カンボジア政府、ADBと世界銀

行による共同公共支出レビューの結果に基づいて作成され

た。レビューの目的は、政府による公共サービスのパフォー

マンスおよび公共支出計画の有効性の評価を支援すること

であった。第2の目的は、財務省および各省庁のパフォーマ

ンス評価を推進し、能力開発行動計画を策定することで

あった。経済財務大臣が議長を務める国家改革委員会とそ

の事務局を通じて、政府のリーダーシップが発揮された。ド

ナー事務局が技術援助資金のプール化を含めた対外援助の

調整を担当する。また、改革の各段階について明確に定義さ

れた能力開発の成果指標に基づき、共同パフォーマンス評

価とフォローアップが行われる予定である。

優先テーマ
　ADBの優先テーマは能力開発、環境の持続可能性、ジェ

ンダーと開発、民間セクター開発および地域協力である。

能力開発の促進
　貧困削減戦略（PRS）のレビューにおいて、能力開発を

新たな優先テーマとして採択するよう勧告された。その対

応として、まず「能力開発作業部会」が設置され、ADBの

能力開発の有効性、効率性と持続可能性を改善するための

中期戦略の枠組みと行動計画の作成が託された。作業部会

はまた、関連する ADBの業務プロセスの改訂を勧告し、

2005年以降のプロジェクトに適用される能力開発の定義と

分類システムについて合意した。作業部会の報告書草案は

2005年第 3四半期に経営陣に提出される予定である。

　能力開発活動の一環として、ADBは「財務管理の調和化

に関する国際開発金融機関専門作業部会」およびOECD開

発援助委員会の「公共財務管理ジョイント・ベンチャー」に

参加し、提案されている「対外援助受入国の情報開示要件に

関する国際公共部門会計基準」を検討し、これに貢献した。

調和化が進めば、財務面でのデュー・ディリジェンスの一部

をDMCsに移管し、プロジェクトの管理および実施コスト

を削減するとともに、貸付実行とモニタリングを簡素化す

ることが可能になるかもしれない。責任の移管には、財務管

理と会計分野における内部能力の強化が不可欠である。

　ADBはまた、国際会計士連盟、アジア太平洋会計士連盟、

最高会計検査機関国際機構、最高会計検査機関アジア地域機

構および南太平洋最高会計検査機関協会に対する支援を継続

した。この支援の目的は、公共および民間セクターの会計・会

計検査能力を地域および国レベルで強化することであった。
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環境の持続可能性に関する取り組み

貧困を削減する環境事業の促進

　承認された公共セクタープロジェクト58件のうち、8件

は「環境の持続可能性を確保する」という7番目のMDGを

支える環境要素を含むものであった。貸付金額の合計は5億

6,900万ドルで、公共セクター貸付総額に占めるシェアは

12%となり、2002年の 9%、2003年の 5%から増加した

（右の囲み記事を参照）。これらのプロジェクトのうち 5件

は、アゼルバイジャン、バングラデシュ、ミクロネシア連邦

とタジキスタンの主に都市部において、給水システムある

いは下水および固形廃棄物管理システムを含む衛生システ

ムの開発を支援するものであった。中国のプロジェクトで

は、福建省で続いている土壌劣化をくいとめ、環境保全と貧

困削減を統合された農業システムに取り込むかたちで、市

場メカニズムを通じた農村開発を推進していく。中国での

その他 2件のプロジェクトは、山西省と遼寧省における石

炭層メタンガスおよび炭坑でのメタンガス排出に関するも

のである。メタンガスの除去、捕獲および利用の推進は、温

暖化ガス排出量の削減、クリーン燃料の利用推進、空気の質

の改善、炭坑の安全性と効率性の改善につながる。ADBは

クリーン開発メカニズム（CDM）のファシリティーを通じ

て、遼寧省プロジェクトのCDMコンポーネントの開発を

支援した。インドの液化天然ガス複合サイクル発電プラン

トに対する民間セクター貸付も含め、エネルギー・セクター

の開発プロジェクト 3件は、いずれもクリーン燃料または

温暖化ガス削減技術を活用するものである。3件の「環境に

優しい」エネルギー・セクター開発プロジェクト（他の2件

は送電および配電プロジェクトである）の貸付金額を合わ

せると、2004年の同セクター貸付ポートフォリオ総額の

32%を占める。この比率は 2003年の 5%から増加した。

　ADBはまた、水、沿岸漁業や湿原などの天然資源管理の

改善、上下水道の整備または改善、環境の質の改善を目的と

する貸付プロジェクトを準備するために、技術援助を提供し

た。国の制度の強化、環境管理能力および天然資源管理能力

の構築、代替エネルギー源の開発、土壌劣化対策、そして環

境のモニタリングおよび管理を行う情報システムの開発に対

して無償援助を供与した。中国では、国家環境政策の評価、

環境関連法案の策定、水資源省を中心とする土壌および水の

保全に関する国家戦略の実行を支援していく。同様に、アフ

ガニスタンでは空気の質の管理、インドネシアでは廃棄物を

利用したガス生産のフィージビリティ調査、タジキスタンで

はコミュニティ主導のマイクロ水力発電プロジェクトを支援

していく。準地域レベルにおいては、効果的な水管理政策と

慣行を推進し、持続可能な開発につながる能力を開発し、大

メコン河流域圏の生物多様性保全を推進していく。

　「貧困と環境プログラム」では8件、計160万ドルのサブ・

プロジェクトが承認され、貧困削減プロジェクトに環境コ

ンポーネントを組み込む方法についての組織的学習が強化

された。サブ・プロジェクトでは、貧困、環境保全と健康、

持続可能な代替的生計、生物多様性の保全、災害管理、劣化

した森林地の再生、汚染区画の復旧および砂漠化対策に重

点が置かれた。同プログラムは、ADBとノルウェー政府お

よびスウェーデン政府が共同で設立した、360万ドルの「貧

困と環境基金」から資金提供を受ける。同基金は、天然資源

と生態系サービスの保護、保全および持続可能な利用、大気

汚染と水質汚染の削減、そして災害予防と自然災害に対す

る脆弱性の削減という 3つの主要分野において、試験的環

境事業に資金を提供している。

　ADBは主要開発機関との戦略的提携を通じて、地域規模

および世界規模の環境問題や、貧困を原因とする環境問題

という困難な課題に取り組んでいる。ADBと地球環境ファ

シリティー（GEF）のパートナーシップは活発であり、GEF

のプロジェクト資源への直接的アクセスによって追加的な

協調融資の機会が生まれ、計画段階にあるプログラムが充

実してきている。2004年にはインドネシアと中央アジアに

おける土地管理プロジェクト2件が計画段階に入り、2件の

プロジェクト（フィリピンの総合的沿岸資源管理事業およ

び中国の三江湿原保護事業）がGEF理事会により承認され

た。ADBはまた、「西部乾燥地生態系の土壌劣化に関する

中国／GEFパートナーシップ」のGEF最高経営責任者か

ら支持を取りつけた。

　カナダ、デンマークとオランダの信託基金を統合した「再

生可能エネルギー、省エネルギーと気候変動」プログラムで

は、再生可能エネルギーと省エネルギーに関するイニシア

ティブを貸付プログラムに取り込み主流化していく努力が継

続され、その多くは、GEFおよびCDMを通じて利用可能

なインセンティブを活用したものであった（右下の囲み記事

を参照）。さらに、ADBは世界銀行が共同で実施している

「クリーン・エア・イニシアティブ（CAI）アジア」（100以

上のメンバーを抱える地域レベルのマルチセクター・ネット

ワーク）を通じて、アジアにおける大気汚染の健康への影

響、大気汚染管理能力のベンチマーキングおよび政策策定に

関する、調査および域内対話に対する支援を継続した。



59第2部：貧困削減

「CAIアジア」は空気の質の改善に関する会合をインドで開

催し、公共および民間セクターの主要な意思決定者を中心と

する600名以上が参加した。空気の質に対する配慮を環境政

策およびセクター別政策の策定・実施に取り込むことについ

て意識の向上を図り、ネットワーキングを強化することが会

議の目的であった。ADBはまた、国際自然保護連合との覚

書に署名し、世界資源保護会議に参加した。多国間金融機関

の環境作業部会にも関与し、環境アセスメント・フレーム

ワークの調和化に貢献した。ADBは国連環境計画（UNEP）

および世界保健機関（WHO）と共同で、健康と環境に関す

るハイレベル会合を企画した。アジア太平洋環境開発フォー

ラムにも参加し、同地域の主な開発問題と環境問題に取り組

んだ。ADBは環境保全および関連問題について非政府組織

（NGOs）と交流した。また、域内における企業の環境パ

フォーマンスを改善するため、「利益の創造と惑星の保護：

アジア・太平洋地域における環境パフォーマンスに対する企

業の責任」と題した出版物の執筆を開始した。

ADB業務への環境配慮の統合
　国際開発機関と二国間ドナーは、国別戦略や技術援助プ

ログラムや貸付プログラムの環境面における持続可能性を

向上させるために、国別分析作業と優先順位の設定を強化

する必要性を認識している。この目的を達成するための

ツールのひとつとして、環境面での制約を取り除く上での

ADB支援の役割を記述する国別環境分析（CEA）報告書が

ある。2004年、ADBはカザフスタンとタジキスタンのCEA

を完成させ、太平洋DMC8カ国のCEA作成を支援する地

域技術援助プロジェクトを承認した。

　環境セーフガードを遵守するため、理事会で承認された

73件のプロジェクトおよび出資案件すべてについて、潜在

的影響の軽減・管理措置が適切かどうか確認し、プロジェク

トのパフォーマンスと成果の改善に貢献することを目的とし

たレビューが行われた。ADBは利害関係者と協議し、53件

のプロジェクトで必要とされた環境アセスメント報告書をレ

ビューした。ADBの環境政策に従い、運輸およびエネル

ギー・セクターの環境面で微妙なプロジェクト9件について

は、理事会の検討前に、アセスメント概要報告書が120日間

回覧された。バングラデシュ、中国、ラオスとスリランカに

派遣したセーフガード調査ミッションは、パフォーマンスと

成果の改善に不可欠な要素について見識をもたらした。3回

のオリエンテーションを通じて、120名のスタッフがADB

の3つのセーフガード政策についての認識を高め、理解を深

めた。また、ADBは「環境アセスメント・ガイドライン（2003

エネルギー・イニシアティブ

　ADBと「再生可能エネルギー・省エネルギー促進のためのオラ

ンダ協力基金」は地域技術援助無償案件に共同で資金を提供し、バ

ングラデシュ、インドネシア、フィリピン、スリランカとベトナム

ではバイオマスを利用するコジェネレーション（熱電併給）につい

て、インドネシア、ウズベキスタンとベトナムではマイクロ水力発

電について、バングラデシュとインドネシアでは固形廃棄物を利用

した発電について、ネパールでは路面電車について、中国とインド

ネシアでは風力発電基地について、それぞれ国別アセスメントと

フィージビリティ・スタディを行った。

　カナダ国際開発局を通じて資金が提供される「気候変動に関する

カナダ協力基金」は、太平洋地域における気候変動への適応、ク

リーン開発メカニズム（CDM）を通じた炭素隔離、インドネシア

における廃棄物を利用したガス生産、インドと中国におけるCDM

能力開発を対象とするプログラムを支援した。

　「農村地域における再生可能エネルギー・省エネルギーのための

デンマーク協力基金」は、中国、インドネシア、モンゴル、パキス

タン、フィリピン、ウズベキスタンおよび太平洋地域の各種プロ

ジェクトに資金を提供した。これらの基金から資金提供を受けたイ

ニシアティブによって、炭素市場から追加的収入がもたらされ、そ

れなしでは資金的に困難であったプロジェクトが可能となった。

環境要素を含む公共セクター貸付プロジェ
クト

　中国の「福建省土壌保全・農村開発 II」プロジェクトは、環境保

全と貧困削減を統合された農業システムに取り込む内容となってい

る。山西省南部のプロジェクトは、最新技術を利用した炭坑メタン

ガスおよび石炭層メタンガスの効果的かつ効率的な生産・捕獲・活

用のあらゆる側面を対象とする。遼寧省のプロジェクトは、同じ技

術を使ってガス供給および中央暖房供給の改善を図るものである。

　中央アジアでは、アゼルバイジャンの都市部上下水道プロジェク

トにより、3つの中都市における上下水道の品質と信頼性と持続可

能性を改善し、その他の都市における改革のために各種のアプロー

チを試行する。南アジアでは、バングラデシュに対する支援により

治水工事を実施し、スラム、排水システムと固形廃棄物管理を改善

する。パキスタン向け支援では、重要な改革を支援し、制度を強化

し、保健、教育および上下水道の各セクターで能力開発を行う。
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年）」の内容を補完するためにチェックリストを策定し、ベ

スト・プラクティス・ペーパーを作成し、セーフガード・ツー

ルを開発または改善した（www.adb.org/documents/

Guidelines/Environmental_ Assessment/を参照）。

ジェンダーと開発
　強化された貧困削減戦略（PRS）では、ジェンダーの平

等がADBの 5つの優先テーマのひとつとして再確認され

た。アジア地域では女性が貧困層の大半を占めるため、ジェ

ンダーの平等と女性の地位向上を追求することが貧困を削

減する上で、またMDGsを達成する上で非常に重要である

と認識されている。ADBは、ジェンダー問題に取り組む全

体的な貸付ポートフォリオの強化を継続した。2004年中の

貸付の38%において、重要なジェンダーの主流化が認めら

れた。このうち18%（13件）はジェンダー関連テーマに分

類され、20%（15件）は重要なジェンダーの主流化として

分類された。それ以外にも、22%（16件）がジェンダーに

関して何らかの便益をもたらす案件として分類された。

ジェンダーの平等を目的とする貸付は、ADB業務の3つの

中核戦略分野（貧困層を重視した持続可能な経済成長、非排

他的な社会開発およびグッド・ガバナンス）すべてに見られ

た。これらの貸付は保健、教育および給水セクターに集中す

る傾向があったが、いくつかの貸付は灌漑、農村開発、農業

および天然資源、中小企業、公共資源管理、そして地方イン

フラに向けたものだった。

　ADBはまた、大規模なインフラ・プロジェクト、特に道

路プロジェクトにおいて、ジェンダー問題への対応の改善を

継続した。運輸セクターの9件のプロジェクトでは、プロジェ

クト設計にHIV／エイズおよび女性と子供の人身売買の防

止が盛り込まれた。事実、2004年の貸付のレビューによれ

ば、ADBが支援する道路プロジェクトにおいて、HIV／エ

イズおよび女性と子供の人身売買の防止が標準的な措置にな

りつつあることが判明している。

　2004年、ADBはジェンダーの不平等を是正し女性の経

済的・社会的・法的地位の向上を加速させるため、的を絞っ

た単独の貸付プロジェクト、「ネパール・ジェンダーの平等

と女性の地位向上」を承認した（右の囲み記事を参照）。同

様に、幼児死亡率と妊婦死亡率を低減させるため、ウズベキ

スタンで女性と子供の健康に関するプロジェクトが承認さ

れた。このプロジェクトの特徴は、教育と訓練に関する目標

設定を通じた助産婦と看護婦の地位向上、出産前の健康管

理、保健専門家による出産補助の増加などである。上記以外

に、意思決定および経済的便益に対する女性のアクセス向

上を目的とした2004年のプロジェクトの好例として、バン

グラデシュの中都市統合治水プロジェクトと、ネパールの

コミュニティ管理型灌漑農業セクタープロジェクトが挙げ

られる。関連する事業項目には、(i)プロジェクト活動に女

性を雇用するための目標と指標、( i i )同一労働同一賃金、

(iii)意思決定組織における代表、(iv)プロジェクト資源への

アクセス、(v)女性現場スタッフ用の設備等が含まれる。

ADBはジェンダーの平等と女性の地位向上を促進するため

に様々な技術援助プロジェクトを承認した。国別技術援助

では、主に農業および農村開発セクターにおけるサービス

提供の改善とジェンダー問題の統合を目的として、担当省

庁のジェンダー関連能力の構築に注力した。

　ADBはDMCのジェンダー能力開発の一環として、相互

訓練の推進を目的とする学習イニシアティブを試行した。

バングラデシュ、カンボジア、インドネシア、ネパール、パ

キスタン、スリランカ、ウズベキスタンおよびベトナムの実

施機関におけるプロジェクト担当者を対象に、ジェンダー、

貧困と農村開発に関する地域セミナーが企画された。セミ

ナーでは、ジェンダーを考慮して成功した貸付プロジェク

トの担当者が、ジェンダー行動計画（GAPs）作成に関する

ケース・スタディを発表し、結果の改善や、プロジェクト目

標と持続可能性の達成に向けた貢献を強調した。このフォ

ローアップとして、スリランカから国別ワークショップの

要請があったため、バングラデシュのプロジェクト担当者3

名を招き、農村インフラ、水管理および教育プロジェクトに

おけるジェンダー主流化の事例について発表してもらった。

ADBはまた、カンボジア・ベトナム間の交流訪問を企画し、

カンボジア農林水産省ジェンダー作業部会のメンバー 4名

が、ベトナムの農業セクター向けジェンダー戦略および計

画の策定について学ぶ機会を提供した。

　実施中の貸付プロジェクトから素早くフィードバックを

得て教訓を学ぶため、ADBはバングラデシュ、カンボジア、

ネパール、パキスタンの各国で、それぞれ3件のプロジェク

トについて早期ジェンダー・アセスメントを行った。プロ

ジェクト別GAPsの導入によって、実施、アウトリーチお

よび女性にとっての結果に何らかの影響がもたらされたか

どうかを評価することが目的である。プロジェクト活動へ

の参加、プロジェクトがもたらした実際的な便益（資源への

アクセス、男性・女性間の便益の差の有無を含む）、個人・

家庭・コミュニティの各レベルにおけるジェンダー関係の
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変化、という3つの分野について結果を評価した。レビュー

された貸付のセクターは農業、インフラ、教育、ガバナン

ス、畜産および保健であった。このアセスメントの初期調査

結果によると、貸付の設計にGAPsを含めた結果、ジェン

ダーを主流化し女性の参加と便益を改善する上で、より系

統だったアプローチが実現された。

　2004年には、他の開発機関とのパートナーシップ構築お

よび調整が強化された。ADBと世界銀行は、いずれも国別

戦略・プログラム（CSPs）のために国別ジェンダー・アセ

スメント（CGAs）の作成を義務づけているため、モンゴル

について共同CGAが作成された。この建設的な経験は他の

機関にも拡大・応用され、インドネシアでのマルチドナー

CGAs（カナダ国際開発局、UNDP、世界銀行）の開始、

ADB ／国連婦人開発基金による東ティモールでの共同

CGA、ADB／世界銀行による中国での共同 CGAにつな

がった。2004年には市民団体との協力についても進展があ

り、関連団体の地球規模ネットワークである「ジェンダーと

水連合」とADBとの「ジェンダーと水パートナーシップ合

意」に基づく活動が開始された。

　複数のドナーの資金提供によって 2003年に設立された

「ジェンダーと開発協力基金」では、地域技術援助および国

別技術援助プロジェクトを通じて、ジェンダーの平等と女

性の地位向上に関する支援が継続された。(i)ADB貸付の

ジェンダーを考慮した設計の強化、(ii)女性および女児の地

位向上をめざす革新的かつ戦略的なアプローチの支持、(iii)

ジェンダー問題に関する域内の意識向上と協力の促進を目

的として、12件のプロジェクトが承認された。ADBは「ジェ

ンダーと開発に関する政策」を1998年に採択して以来の進

捗と開発効果を評価するため、同政策の実施レビューに関

する準備作業を開始した。

ネパール: ジェンダーの平等と女性の地位向上プロジェクト
　ネパールの女性の経済的、社会的、政治

的地位が低いのは、経済的、法的、社会文

化的、政治的、制度的要因による。女性の

貧困は、カースト制と民族差別によりさら

に厳しいものとなっている。ネパールの憲

法では男女平等が保障されているが、女性

差別は根強く残っている。

　このプロジェクトの目的は、経済的、社

会的、法的および政治的な地位の向上を通

じて、低カーストおよび少数民族の女性を

含む、農村部の貧しい女性の社会経済状況

を改善することである。具体的内容には、

(i)資産へのアクセスおよびその制御を改善

する個人の能力強化、( i i )各種制度・組織

に影響を及ぼしその責任を問うためのグ

ループ支援の構築、そして(iii)政府がジェ

ンダーに対する感度を高め、政府の組織と

プロセスを改革して、周辺的な地位に追い

やられている女性を開発に参加させること

が含まれる。

経済的地位の向上

　このコンポーネントは、自立可能な零細

企業の設立により所得と資産と雇用機会を

増やすことを主眼とする。プロジェクトを

通じて訓練を提供し、そうした企業の比較

優位を評価し、女性の信用ニーズを満たす

ための支援を行う。約 30,000万人の女性

が受益者として見込まれている。

法的地位の向上

　プロジェクト活動により、農村部の貧し

い女性が自らの法的権利や施政権や義務に

ついて知識を増やし、意識を向上させるこ

とをめざすほか、これらの権利を行使しや

すい環境の整備を支援していく。トリブバ

ン大学に対し、女性その他の脆弱なグルー

プの権利に関する特別課程の設置および講

義摘要の作成に向けた支援が提供され、判

事と検事向けの研修が実施される。同様

に、中等学校のカリキュラムにも女性問題

を取り入れる。代替的紛争解決を通じ、ま

た地方ごとに女性弁護士を1名任命して女

性およびコミュニティに法的助言や支援を

提供することによって、法的活動の実施が

強化される。

社会的地位の向上

　グループのまとまりを強化するため、プ

ロジェクトを通じてコミュニティ主導の識

字コースを提供し、識字活動を実施してい

く。社会活動および訓練の場として、多目

的女性センターの設立を支援していく。時

間節約につながる適切な機器を提供するた

めに家庭内技術基金を設立し、女性がつま

らない雑用に費やす時間と労力を減らすた

め、コミュニティ主導の社会インフラ整備

を支援する需要主導型インフラ基金を設立

する。

制度強化とプロジェクト管理

　上記 3つのコンポーネントにおける活動

をスムーズかつ効果的に実施するには、政

府の組織とプロセスのジェンダーに対する

感度を高めていかなければならない。この

コンポーネントでは、女性開発省、女性開

発室と地方組織がジェンダー主流化プログ

ラムを採用し、実施していくように、これ

らの組織を強化する活動を支援していく。

徹底した訓練と能力開発のほか、同省およ

び地方の担当機関に対する組織監査が実施

される予定である。
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開発における民間セクターの役割の拡大
　ADBは公共・民間両セクターの業務を相互補完的に実施

する能力があるため、アジア・太平洋地域の持続可能な経済

成長と貧困削減を支える民間セクター開発の促進に重要な

役割を果たしている。ADBが各国政府と協力して、民間セ

クターが経済に深く関与する機会を増やすことができるの

は、この能力によるものである。ADBは政策対話、制度・

法律・規制改革に対する支援、金融サービスの普及、プロ

ジェクトにおける民間セクター参加機会の創出、直接金融

および保証スキームによるリスクの低減を通じた民間投資

の誘発、そしてコーポレート・ガバナンスを通じて民間セク

ター開発を支援している。

　金融および関連サービスへのアクセスは、アジア地域にお

ける重要な関心事である。開発途上国の民間セクターはほと

んどが中小企業によって構成されており、雇用を創出し地域

密着型のローカル技術を開発するのもこれらの中小企業であ

る。2004年におけるADBの中小企業支援には、バングラ

デシュ、カンボジアおよびベトナムにおける政策介入が含ま

れる。政府を支援して、中小企業開発に向けた制度的枠組み

を設定し、ガバナンスと規制改革と信用に対するアクセスを

改善していく内容である。ADBはまた、中小企業の金融に

対するアクセスを容易にする組織や基金への貸付および出資

を通じて、民間投資の活性化を図った。さらに、金融市場を

改革・強化し、民間セクターによる金融商品とサービス、特

に長期資金の利用可能性を高めるため、スリランカとベトナ

ム向けに金融セクター・プログラム・ローンを承認した。ラ

オスでは、政府と協力して、商法および金融関連法について

民間セクター開発の障害となる部分の改訂作業を開始した。

同様に、ADBと政府は品質基準の一貫した適用を支えるべ

く、工業標準規格の枠組みをレビューした。

　域内国への資本フローを増やし、その幅や対象を広げる

というADBの戦略目標に従い、出資および民間セクター貸

付が承諾された国の数は、2003年の3カ国から6カ国に増

加した。2004年にコミットされた主要プロジェクトには、

アフガニスタンにおける通信施設、モンゴルで新たに民営

化された旧国営銀行、そして民間金融機関その他の投資家

を地方自治体の債務不履行から保護するフィリピンの地方

自治体保証会社に対する支援が含まれる。

　ADBはまた、特に投資コミュニティにおける開発途上国

の信用が十分でない場合に、官民パートナーシップを推進

するという重要な役割を担っている。パキスタンでは、国道

整備における官民パートナーシップを推進する技術援助を

承認した。ADBは引き続き、DMCsにおける民間投資を

奨励し、そのリスクを軽減する革新的な方策・措置の開発を

先導している。リスク軽減の事例としては、2004年に承認

されたアフガニスタン投資保証ファシリティーが挙げられ

る。アフガニスタンへの民間投資を促進するため、同ファシ

リティーを通じて適格投資家および融資家に政治リスク保

証が提供される。

　開発における地域協力の重要さと複雑さから、公共セク

ターでは、知的資源と金融資源の双方を含む民間セクター

の資源を活用しなければ、域内の能力開発とインフラ整備

に対する需要を満たすことはできないと認識されるように

なった。ADBは、官民協議の企画、大メコン河流域圏にお

ける越境貿易と越境投資を促進する技術援助の承認、そし

て東・中央アジアの域内貿易簡素化・税関協力プログラムの

太平洋地域における民間セクター開発

　「太平洋地域民間セクター開発戦略」では、同地域の不本意な経

済成長の要因のいくつかが検討された。理由としては、(i)経済活

動のあらゆる側面に国家の役割が浸透していること、(ii)現代のビ

ジネス活動に適した商業および法律の枠組みが整備されていないこ

と、(iii)借地制度の問題が解決せず、新規投資に対する大きな障壁

となっていること、そして(iv)金融市場が貯蓄人と借入人を効果的

に仲介できていないことが挙げられている。こうした問題を解決し

ていくには、域内の事業コストを押し上げている政府活動を新たな

方向に振り向けるという強力なコミットメントが必要である。

　ADBは優先課題として、太平洋地域の民間セクター開発に対す

る支援継続に力を注いでいる。オーストラリアのシドニーに新設さ

れた太平洋連絡調整事務所には、他の開発パートナーと協調しつ

つ、域内の開発途上加盟国（DMCs）に対して改革アジェンダを推

進していく上での貢献が期待される。

　太平洋地域のDMCsでは2004年に、民間セクター開発改革ア

ジェンダの策定と実施についていくらかの進展が見られた。ミク

ロネシア連邦、フィジー諸島、マーシャル諸島、サモアおよびバヌ

アツでは、生産的かつ経済的な土地利用に関するイニシアティブ

が進行中である。フィジー諸島、マーシャル諸島とソロモン諸島で

は、法的ビジネス環境の改革が始まった。サモアとトンガは国有企

業ポートフォリオの合理化を追求しており、その他のDMCsも同

様の措置を検討している。2005年以降もこうした努力の継続が期

待される。


